
医
療
分

後
期
分

医
療
分

後
期
分

医
療
分

介
護
分

後
期
分

市町村担当窓口の電話番号が分からないときは、府民お問い合せセンターに
お問い合わせください。  06（6910）8001　  06（6910）8005

国民健康保険は、皆さんの保険料と国や府、市町村の公費などで運営していま
す。安心して医療を受られるよう、保険料は期限までにお支払いください。

保険料は、口座振替や納付書によるお支払い（普通徴収）と年金からのお支払
い（特別徴収）があります。

※一人あたりの年間保険料額 ＝ 年間保険料額の総額 ÷ 府全体の被保険者数

困ったときはご相談ください!
失業や災害など、特別な事情によりお支払いが難しい場合は、
市区町村の担当窓口にご相談ください。

保険料の納付は納期限までにお忘れなく! アスマイルで万博キャンペーン実施中！

●�大阪府では、府内のどこにお住まいでも、同じ所得、同じ世帯構成であれば、同じ年間保険料額になるよう、
　令和6年度から、保険料を統一しています。
●�市町村は、毎年度、府と市町村とが協議のうえ決定する保険料率に基づき、府民の皆さんの所得や
　世帯構成などに応じた年間保険料額を決定しています。

安全 自動的に払い込まれるから、納め忘れがない！
確実 一度手続きをすると、翌年度から手続き不要！
便利 毎回、金融機関などに行く必要がない！

口座振替は、市町村の担当窓口で必要な手続きをご確認ください。

問 府国民健康保険課   06（6944）7128
HP  	■ 大阪府　統一保険料率　 

●�保険料率に関すること

●キャッシュカード
●預金通帳
●通帳届け出印など

手続きに必要なもの

令和7年度の府内市町村統一府内市町村統一の国民健康保険料国民健康保険料を決定決定しました

保険料の納付は、安全・確実・便利な口座振替がおすすめ
納め忘れの心配がなくなります

大阪府ではどうして保険料を統一したの？

保険料はどのように計算しているの？ 令和7年度の保険料はどうなるの？

40歳未満の人 65歳～74歳の人40歳～64歳の人

● まず、医療費などから、国・府・市町村が負担する金額を差し引
いて、年間保険料額の総額を算出し、府全体の所得や被保険者
数などにより、保険料率を計算します。

● 保険料は、医療分（医療費に充てる分）、後期高齢者支援
金分（後期高齢者の医療費に充てる分）、介護納付金分

（介護費に充てる分）で構成されます。

● 直近の医療費の伸びが鈍化していることなどにより、一
人あたりの年間保険料額（※）は、令和6年度と比較して、
2.13％（3,527円）のマイナスとなります。

● ご自身の年間保険料額は、所得や世帯構成等に応じて決
定されますので、詳しくは、お住いの市町村へお問い合
わせください。

● 国保は、所得の低い方が多く、
年齢構成や医療費が高いた
め、保険料負担が重い課題を
抱えています。

● さらなる高齢化により医療費の増加が
見込まれるなか、市町村単位の国保の仕
組みのままでは、将来の保険料に大きな
格差が生じることが見込まれます。

● そのため、被保険者間の受益と負担の公平性
を確保し、安定した財政運営を図ることを目
的として、市町村の合意のもと、令和6年度に
全ての市町村で保険料を完全統一しました。

一人あたりの
年間保険料額の

比較
令和5年度

162,417円

令和6年度

165,691円

令和7年度

162,164円

期限当選本数

参加条件

令和7年6月30日（月）

ぜひこの機会に登録いただき、日々の健康活動にお役立てください！

健康アプリ

万博入場券万博入場券 ミャクポ！ミャクポ！万博入場券万博入場券 ミャクポ！ミャクポ！ をゲットしよう！or

円相当のを使って7,5007,500アスマイルアスマイル

新規会員：500人、既存会員：1,000人
府民ポイント（新規会員）750ポイント以上（既存会員）5,000ポイント
以上獲得しアンケートに回答すること

ミャクポ！とは…
 2025年大阪・関西万博限定の景品やチケット、会場
内のサービスと交換できるポイントサービス
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● 次に、保険料率を用いて、世帯の前年度所得や被保険者数など
に応じて保険料額を決定します。

　詳細は府ホームページをご覧ください。

医療費など

高齢化の進展などにより医療費が上昇すると、保険料も上昇します。

年間保険料額の総額 国・府・府内市町村が負担する金額

年間保険料額の総額 府全体の所得、
被保険者数、世帯数 保険料率÷ ＝

● 皆さんに安心して医療を受けていただけるよう、引き続き、保険
料抑制に取り組んでいくとともに、医療費の適正化や安定的な
財政運営の確保などに取り組みます。

キャンペーンに
ついて詳しくは

こちらから

お住まいの市町村の国保担当窓口
HP  	■ 大阪府　保険者一覧　 

●�ご自身の年間保険料額に関すること
お
問
い
合
わ
せ
先

詳しくは府HPを
ご覧ください

毎日の健康づくりにお役立てください！

あなたを救う、
健康10ヵ条
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